
＜個別支援計画作成に係る一連の業務＞【基準省令第27条】

⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨

⇡ ⇡ ⇡ ⇡ ⇡ ⇡ ⇡ ⇡ ⇡
保
護
者
と
面
談
し
そ
の
趣
旨
を
十
分
に
説
明
し
、

理

解
を
得
る
こ
と
。

（

ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー

ト
は
定
期
的
に
見
直
す
こ
と
）

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
も
と
に
子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す

る
上
で
の
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
に
基
づ
き
作
成

す
る
こ
と
。

原
案
を
も
と
に
従
業
員
同
士
で
意
見
を
出
し
合
う
。

会
議
日
、

会
議
内
容
、

会
議
参
加
従
業
員
等
を
記
録

す
る
こ
と
。

作
成
後
に
保
護
者
へ
説
明
お
よ
び
了
承
を
得
る
こ

と
。

短
期
・
長
期
目
標
、

成
長
目
標
、

計
画
期
間
、

作
成
日
、

作
成
者
（

児
発
管
）
、

保
護
者
同
意
日
、

サ
イ
ン
＆
押
印
の
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

保
護
者
へ
写
し
を
渡
す
こ
と
。

計
画
を
確
認
し
な
が
ら
、

適
性
サ
ー

ビ
ス
が
提
供
で

き
て
い
る
か
、

日
々
検
証
す
る
こ
と

少
な
く
と
も
6
ヶ

月
に
1

回
以
上
計
画
の
見
直
し
が

必
要
で
あ
る
た
め
、

保
護
者
と
定
期
的
に
面
談
し
、

計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
を
行
う
と
と
も
に
、

解
決

す
べ
き
課
題
を
把
握
し
そ
の
記
録
を
残
す
こ
と
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
も
と
に
子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す

る
上
で
の
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
に
基
づ
き
作
成

す
る
こ
と
。

原
案
を
も
と
に
従
業
員
同
士
で
意
見
を
出
し
合
う
。

会
議
日
、

会
議
内
容
、

会
議
参
加
従
業
員
等
を
記
録

す
る
こ
と
。

作
成
後
に
保
護
者
へ
説
明
お
よ
び
了
承
を
得
る
こ
と
。

短
期
・

長
期
目
標
、

成
長
目
標
、

計
画
期
間
、

作
成
日
、

作
成
者
（

児

発
管
）
、

計
画
期
間
、

保
護
者
同
意
日
、

サ
イ
ン
＆
押
印
の
漏

れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

保
護
者
へ
写
し
を
渡
す
こ
と
。

（

内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
も
同
様
）

《重要》
※①～⑧については、それぞれに応じて作成日・実施日・同意日等を記入し保管すること、また日付が上記の手順通りであること。
※児発管作成・業務であることが分かるようにすること。（別担当者が作成したとしても、それは原案の原案である。あくまで作成者は児発管である。）
※子どもの成長が感じられるよう、成長が確認できるような目標を設定し、モニタリング後についてはモニタリング前と同様の計画にならない方が望ましい。
 また、変更がない場合もその記録を残し「変更がない」ということで保護者の同意を得ることは必要である。

計画作成 支援 モニタリング・計画見直し

①
ア
セ
ス
メ
ン
ト

⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

⑧
個
別
支
援
計
画
の
作
成

②
個
別
支
援
計
画
の

　
原
案
作
成

③
個
別
支
援
担
当
者
会
議

　

(

ケ
ー

ス
会
議

)

④
個
別
支
援
計
画
の
作
成

支
援
計
画
の
実
施

（

サ
ー

ビ
ス
の
提
供
）

⑦
個
別
支
援
担
当
者
会
議

　

(

ケ
ー

ス
会
議

)

⑥
個
別
支
援
計
画
の

　
原
案
作
成

別
添
１


